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草津市分別収集計画 

令和４年７月１５日   

（改定：令和５年６月   日） 

 

１ 計画策定の意義 

快適でうるおいのある生活環境の創造のためには、大量生産、大量消費、大量廃棄に支

えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、循環型社会を形成していく必要がある。そ

のためには、社会を構成する主体がそれぞれの立場でその役割を認識し、履行していくこ

とが重要である。 

本計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（以下「法」と

いう。）第８条に基づいて、一般廃棄物の中で相当な割合を占める容器包装廃棄物を分別収

集し、及び地域における容器包装廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を

推進し、最終処分量の削減を図る目的で、具体的な推進方策を明らかにするとともに、こ

れを公表することにより、すべての関係者が一体となって取り組むべき方針を示したもの

である。 

本計画の推進により、容器包装廃棄物の３Ｒを推進するとともに、もって、廃棄物の減

量や埋立処分場の延命化、資源の有効利用が図られ、循環型社会の形成が図られるもので

ある。 

 

２ 基本的方向 

本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。 

・市民、事業者、行政が一体となり、資源循環型社会の構築に向けた取り組みを推進す

る。 

・廃棄物の最終処分量を削減するため、ごみの分別収集とリサイクルの徹底を図る。 

 

３ 計画期間 

本計画の計画期間は、令和５年４月を始期とする５年間とし、３年ごとに改定する。 

 

４ 対象品目 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器（無

色、茶色、その他の色）、段ボール、ペットボトル、プラスチック製容器包装を対象とす

る。 
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５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み 

（法第８条第２項第１号） 

 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

容器包装廃棄物 4,080ｔ 4,087ｔ 4,093t 4,099t 4,105t 

 

６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項 

（法第８条第２項第２号） 

容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を図るため、以下の方策を実施する。 

なお、実施にあたっては、市民、事業者、再生業者等がそれぞれの立場から役割を分割

し、相互に協力・連携を図ることが重要である。 

 

①  ごみ減量、リサイクル啓発活動の充実 

・ 市民、事業者に対してごみ排出量およびごみ処理経費の増大や埋立処分場の状況な

どについて広く周知し、ごみの排出抑制およびリサイクルの必要性について認識を

深める活動を展開する。 

・ 廃棄物処理施設の見学会や学校におけるリサイクルに向けての取組など、子どもに

対するごみ減量・リサイクル学習を進める。 

・ ごみの減量化やリサイクルなどのごみ問題について、市民に対し、一層の理解と関

心を持ってもらうように、自治会や学校からの要請により職員が出向いて説明を行

う「みんなでトーク」を実施する。 

・ 自治会等による資源回収活動が安定的に行われ、ごみの減量化やリサイクルが効果

的に進められるよう支援する。 

 

② 過剰包装の抑制 

・ 繰り返し使用が可能な買い物袋（マイバック）の持参運動の展開により、レジ袋の

削減に取り組む。 
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７  分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係

る分別の区分（法第８条第２項第３号） 

 

現行のごみ分別収集体制や本市のごみ処理施設状況および最終処分の委託状況等を総合

的に勘案し、分別収集する容器包装廃棄物の種類および収集に係る区分を下表のように定

める。 

 

分別収集する容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 

主としてスチール製の容器 

主としてアルミ製の容器 
空き缶類 

主としてガラス製の容器（無色のガラス製容器、

茶色のガラス製容器、その他の色のガラス製容器） 
飲・食料用ガラスびん類 

主として段ボール製の容器 古紙類（段ボール） 

主としてポリエチレンテレフタレート製の容器で

あって飲料、しょうゆ等を充てんするためのもの 

ペットボトル類（飲料、調味料、

酒類を充てん） 

主としてプラスチック製の容器包装であって上記

以外のもの 
プラスチック製容器類 
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装

リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み 

（法第８条第２項第４号） 

 

 

主としてｽﾁｰﾙ製の
容器

主としてｱﾙﾐ製の容
器

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

0t 337t 0t 337t 0t 338t 0t 338t 0t 339t

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

0t 196t 0t 196t 0t 196t 0t 197t 0t 197t

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

162t 0t 162t 0t 162t 0t 163t 0t 163t 0t

主として段ﾎﾞｰﾙ製
の容器

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

0t 290t 0t 290t 0t 291t 0t 291t 0t 292t

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

979t 0t 981t 0t 982t 0t 984t 0t 985t 0t

170t 170t 170t 171t 171t

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

73t 73t 73t 73t 74t

（合計）163t

（合計）339t

茶色のガラス製容
器

（合計）196t （合計）196t （合計）196t （合計）197t （合計）197t

無色のガラス製容
器

（合計）337t （合計）337t （合計）338t （合計）338t

その他のガラス製
容器

（合計）162t （合計）162t （合計）162t （合計）163t

449t 450t 451t 451t 452t

（合計）292t

主としてﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
の容器包装であっ
て上記以外のもの

（合計）979t （合計） 981t （合計）982t （合計）984t （合計）985t

主としてﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾃﾚ
ﾌﾀﾚｰﾄ製の容器（Ｐ
ＥＴ）であって飲
料又はしょうゆそ
の他主務大臣が定
める商品を充てん
するためのもの

（合計）290t （合計）290t （合計）291t （合計）291t
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９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装

リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法 

 

特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令

で定める物の量の見込みは、容器包装算定対象廃棄物を人口変動率から算定し、容器包装

算定対象廃棄物に占める令和元年度から令和３年度の特定分別基準適合物の割合の平均値

により積算した。 

また、人口変動率は、令和２年度国勢調査人口を基に将来人口増加率を推計し、次のと

おり設定した。 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

137,680 人 

(対前年度比) 

0.2％増 

137,887 人 

(対前年度比) 

0.2％増 

138,095 人 

(対前年度比) 

0.2％増 

138,302 人 

(対前年度比) 

0.2％増 

138,509 人 

(対前年度比) 

0.1％増 

 

 

10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号） 

 

分別収集は、下記のとおり現行の分別収集体制を活用して行う。 

分別収集する容器包装 

廃棄物の種類 

収集に係る 

分別の区分 
収集・運搬段階 選別・保管段階 

缶 
スチール製 

空き缶類 
市による 

定期収集 
市 

アルミ製 

びん 

無色ガラス製 

飲・食料用ガラスび

ん類 

市による 

定期収集 
市 

茶色ガラス製 

その他の色の 

ガラス製 

紙類 段ボール製容器 古紙類（段ボール） 
市による 

定期収集 

民間リサイクル

業者 

プラスチ

ック 

ポリエチレンテレ

フタレート（PET）

製の容器であって

飲料又はしょうゆ

を充てんするため

のもの 

ペットボトル類（飲

料、調味料、酒類を

充てん） 

市による 

定期収集 
市 

プラスチック製の

容器包装であって

上記以外のもの 

プラスチック製容

器類 

市による 

定期収集 
市 
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11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号） 

 

プラスチック製容器類及びペットボトル類については、草津市立クリーンセンター内の

施設で選別・圧縮・保管する。 

空き缶類は草津市立クリーンセンターに搬入し、飲・食料用ガラスびん類については草

津市立クリーンセンターにて選別、破砕、保管する。 

古紙類（段ボール）については、民間業者の施設において保管する。 

 

分別収集の用に供する施設計画 

分別収集する 

容器包装廃棄物の種

類 

収集に係る 

分別の区分 
収集容器等 収集車 中間処理 

スチール製容器 
空き缶類 

資源回収用

コンテナ 
パッカー車 

草津市立クリーンセ

ンター（保管） アルミ製容器 

無色ガラス製 

容器 

飲・食料用ガラスび

ん類 

資源回収用

コンテナ 
ダンプ車 

草津市立クリーンセ

ンター（選別、破砕、

保管） 

茶色ガラス製 

容器 

その他の色のガラス

製容器 

段ボール製容器 古紙類（段ボール） 
なし（紐等

で縛る） 
パッカー車 

民間業者のストック

ヤード 

ポリエチレンテレフ

タレート（PET）製の

容器であって飲料又

はしょうゆを充てん

するためのもの 

ペットボトル類（飲

料、調味料、酒類を

充てん） 

指定袋 パッカー車 

草津市立クリーンセ

ンター（選別、圧縮、

保管） 

プラスチック製の容

器包装であって上記

以外のもの 

プラスチック製容器

類 
指定袋 パッカー車 

草津市立クリーンセ

ンター（選別、圧縮、

保管） 

 

12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

・ ごみ問題を考える草津市民会議において、ごみ減量・リサイクル推進のための市民、

事業者、行政との協議の場を設定する。 

・ 自治会等が実施するごみ再資源化のための集団回収に奨励金を交付することにより、

資源回収活動を積極的に支援する。 

 ・ 分別の見直し等の検討により、当計画の内容についても変更となる可能性がある。 


